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個人情報ファイル簿の運用について（前回の振り返り）

ファイル簿の運用による目的外利用および外部提供の実績確認

今後の管理方法（案）について

（1）保有個人情報を目的外利用・外部提供する際の運用
（2）個人情報ファイル簿とは
（3）個人情報ファイル簿の運用（目的外利用・外部提供）

（1）確認依頼前の整理事項
（2）確認する項目
（3）確認後の整理事項（予定）

（1）目的外利用の管理方法
（2）外部提供の管理方法



◼ これまでの運用方法に準ずる運用

個人情報の体系的な管理が可能

目的外利用や提供の妥当性等をファイル簿により確認が可能

◼ 個人情報ファイル簿の運用

１．個人情報ファイル簿の運用について（前回の振り返り）
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（1）保有個人情報を目的外利用・外部提供する際の運用

保有する個人情報の利用目的範囲を超えての利用や
外部提供を行う場合は、都度、各種手続きを実施。

【旧情報管理課】

①協議（合議）

③承認

【利用課】 【個人情報所管課】

②個人情報所管課へ申請
個人情報目的外利用
（申請・協議）書

個人情報目的外利用
（申請・協議）書

④報告
（目的外利用実施後）

②承認

【提供課】 【旧情報管理課】

①協議
個人情報外部提供
（申請・協議）書

個人情報外部提供
（申請・協議）書

③報告
（外部提供実施後）

目的外利用

外部提供

これまでの運用方法 これからの運用方法

一時的または例外的な利用や提供などは、これまで通り
の申請手続きにて対応。

経常的に業務に利用する場合や提供先がある場合は、
あらかじめファイル簿を作成することにより対応。

〈ファイル簿運用のポイント〉



１．個人情報ファイル簿の運用について（前回の振り返り）

（2）個人情報ファイル簿とは
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① 個人情報を取扱う事務を実施するために収集した
② 個人情報の集合物（個人情報ファイル）であって、
③ その内容について、法令で定められた事項を記載した帳票を言い、個人情報ファイルを保有した際は速やかに作成するもの。
④ 当市では、業務単位で利用する個人情報ファイル簿（単票）を集約した形で、個人情報ファイル簿を作成するものとします。

・端末内にデータとして
・紙ファイルとしてキャビネット

保
存
形
式

申請書 申請書

申請書申請書

単票

• 個人情報ファイルの内容を
表した帳票

（収集した個人情報の説明書）

収
集

保
有

作
成

ファイル簿

作
成

作成単位
業務単位で利用する
単票を集約

作成単位

〈個人情報ファイル簿作成の流れ（一例）〉

①個人情報を収集 ②個人情報を体系化（個人情報ファイル） ③個人情報ファイル簿（単票）を作成 ④個人情報ファイル簿を作成

個人情報ファイルごと



１．個人情報ファイル簿の運用について（前回の振り返り）

（3）個人情報ファイル簿の運用（目的外利用・外部提供）
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業務遂行のため、他課が保有する個人情報を利用する場合は、個人情報ファイ
ル簿の該当欄にその単票名称を記載。

個人情報ファイル簿の決裁過程の中に、個人情報所管課を入れることで、当該
目的外利用についての可否を判断。

デジタル都市推進課が、個人情報の利用目的、利用根拠等の妥当性を確
認。

個人情報ファイル簿の作成１

個人情報所管課の決裁２

個人情報ファイル簿の確認３

４ 利用の実施

＜ファイル簿により他課の保有個人情報を目的外利用する場合＞

経常的に提供する提供先を記載。また、提供の根拠法令等を記載。

デジタル都市推進課が、個人情報の利用目的、外部提供先、提供根拠等の
妥当性を確認。

利用課及び所管課による提供を実施。

個人情報ファイル簿の作成１

個人情報ファイル簿の確認２

提供の実施３

＜ファイル簿により保有個人情報の外部提供＞



２．ファイル簿の運用による目的外利用および外部提供の実績確認

（１）確認依頼前の整理事項・事前作業
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（ア）Wordベースの様式をExcelベースに修正

データベース化に向けたファイル形式の変更☑

庁内のワークフローシステムとの親和性を重視☑

庁内ワークフロー

CSV

出力
様式

データ

取り込み

修正

すべてをExcel化
課ごとのファイルに集約

〈Excelの様式へ移行〉



（イ）Excel化した様式をデータ化（一覧データ）

２．ファイル簿の運用による目的外利用および外部提供の実績確認

6

（１）確認依頼前の整理事項・事前作業

データの集約と管理☑

☑データ検索とフィルタリング

☑データのエクスポートや共有

データ

大量のファイル簿データをデータ化す
ることにより、一元的な管理が可能。

必要な情報や条件に合致したデータを
素早く表示、確認することが可能。

Accessデータベースへの移行。

データ化による利便性の向上

データ

〈データ化の例〉



２．ファイル簿の運用による目的外利用および外部提供の実績確認
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（１）確認依頼前の整理事項・事前作業

• デジタル都市推進課が該当のファイル簿のデータから把

握できる項目については、あらかじめ回答様式に記載。

• 回答様式を課ごとに作成し、該当のファイル簿について

確認・回答を依頼。

（ウ）確認対象となるファイル簿の洗い出し

対象となるファイル簿

• 「利用する個人情報ファイル簿（単票）と所管課」の
欄に、他課の単票が記載されているファイル簿

• 「経常的提供先の名称」の欄に、提供先名称の記載
のあるファイル簿

目的外利用が該当

該当のファイル簿について確認を依頼

☑

☑

対象となるファイル簿のみを確認依頼
回答負担を軽減

外部提供が該当

デジタル都市推進課が事前に洗い出しを実施

該当する個人情報ファイル
簿の名称

利用している個人情
報ファイル簿（単
票）の名称

所管課 記録の内容（項目） 目的外利用の根拠
目的外利用の
方法

目的外利用の
理由

利用期
間

〇〇給付事業対象者ファイ
ル

住民基本台帳ファイ
ル

市民窓
口課

1氏名、2住所、3生年
月日、4年齢、5世帯
番号、6続柄

○○事業実施要綱

〇×委員委嘱・任命ファイ
ル

〇×委員委嘱・任命
ファイル

○○課 1氏名、2住所

該当の個人情報ファ
イル簿の名称

提供先の名称
提供する個人情報
ファイル簿（単票）
の名称

記録の内容（項目） 外部提供の根拠
外部提供の方
法

外部提供の理
由

期間・提
供日

※※リストファイル 指定金融機関
地方自治法〇条第×
項、龍ケ崎市財務規
則第××条

×●支給事務

〈回答様式の一例〉

目的外利用

外部提供



２．ファイル簿の運用による目的外利用および外部提供の実績確認

（２）確認する項目
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NO. 確認事項 内容

１ 該当の個人情報ファイル簿の名称 他課の単票が記載されているファイル簿の名称。

２
利用している個人情報ファイル簿（単票）の
名称

ファイル簿に記載されている他課の単票名称。

３ 所管課 単票を保有する課等の名称。

４ 記録の内容（項目） 単票からどのような項目を記録（把握）しているか。

５ 目的外利用の根拠 目的外利用を実施する根拠法令。

６ 目的外利用の方法 文書、磁気、オンライン結合のいずれか。

７ 目的外利用の理由 必要性などを具体的に記載。

８ 利用期間 利用した期間を記載。

（ア）目的外利用の確認項目



２．ファイル簿の運用による目的外利用および外部提供の実績確認
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NO. 確認事項 内容

１ 該当の個人情報ファイル簿の名称 他課の単票が記載されているファイル簿の名称。

２ 提供先の名称 外部提供先の確認。

３ 提供する個人情報ファイル簿（単票）の名称 ファイル簿に記載されている他課の単票名称。

４ 記録の内容（項目） 単票からどのような項目を記録（把握）しているか。

５ 外部提供の根拠 目的外利用を実施する根拠法令。

６ 外部提供の方法 文書、磁気、オンライン結合のいずれか。

７ 外部提供の理由 必要性などを具体的に記載。

８ 期間・提供日 利用した期間や日を記載。

（イ）外部提供の確認項目

（２）確認する項目



２．ファイル簿の運用による目的外利用および外部提供の実績確認
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（３）実績確認後の整理事項

☑ファイル簿運用による“目的外利用” ☑ファイル簿運用による“外部提供”

• 具体的な利用目的

• 複数の他課の単票が記載されている場合、それぞれの記録項目

• ファイル簿には記載のない「利用方法」や「利用期間」

個人情報の適正な取扱いに関し、把握すべき事項を整理。

次年度以降も今回の確認を基に調査が可能。

各課において管理していくためのベースとなる。

• 個別具体的な提供先名称

• 実際に提供する記録項目

• ファイル簿に記載のない「提供方法」や「期間・提供日」

今回の確認で把握できること



３．今後の管理方法（案）について
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（１）目的外利用の管理方法（案）

（２）外部提供の管理方法（案）

☑個人情報を提供した課が提供の都度記録。

☑管理に関する記録項目はスライド８の確認事項（予定）。

☑年度内に１~２回程度の調査・報告を実施する。

☑個人情報の所管課（保有している課）が利用実施毎に記録。

☑管理に関する記録項目はスライド７の確認事項（予定）。

☑年度内に１~２回程度の調査・報告を実施する。

所管課利用課

②閲覧・データ出力等

④調査・報告
①利用依頼

記録簿

③記録

年１~２回

デジタル都市推進課

利用から報告までの流れ

提供課提供先
文書・磁気
オンライン結合

デジタル都市推進課
①提供

記録簿

②記録

デジタル都市推進課

提供から報告までの流れ

③調査・報告

年１~２回
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